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平成 30 年度 

社会福祉法人神津島村社会福祉協議会事業計画書  

 

1.基本計画 

  「社会福祉法」で、「地域福祉の推進を図る団体」と明確に位置づけられている

社協は、平成 29 年施行の「社会福祉法人制度改革」に則り、神津島の地域福祉推

進の中核組織となり、住民参加による在宅福祉サービスの企画、実施や相談業務の

強化、行政を始め住民、保健、医療、福祉関係団体、施設と連携、支援、協働し、

地域の総合福祉力を高めるよう努力し、統べての住民が地域において自己決定に基

づく生きがいのある生活を営めるよう、在宅福祉サービスの更なる発展を図りま

す。 

 

2.重点目標 

①安定した自主財源の確保に努め、村役場福祉課、福祉関係機関と相互に連携

協力しながら、子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生き

がいを共に創り、支え合うことができる「地域共生社会」の構築を図ります。 

②住民の社会福祉協議会への加入、事業、行事への参加を求め、組織を強化す

る。住民参加による在宅福祉サービスの充実を図ります。 

③障害者福祉向上を図るため「神津島村障害（児）福祉計画」の推進に協働し、

地域社会における共生の実現に努めます。 

 

3.事業計画 

（1）法人運営事業 

・調査研究 

・地域福祉の拡充推進を目指し、研究活動等行います。 

・役職員の各種研修会への参加を行い、先駆的事業推進に貢献します。 

・神津島村地域福祉活動計画「あしたば計画」の見直しを進めます。 

・連絡調整 

・保健医療、福祉関係機関、地域団体や地域住民との連携を密にして、情報共

有を行い地域力強化に努めます。 

・島しょ社会福祉協議会連絡協議会（新島大会）に役職員で参加します。 

・普及宣伝 

・社協だより及び村の自主放送テレビ等で、社協活動の取り組みや情報を提供

します。  

・温泉保養センター、まっちゃーれセンターに「お年寄り作文集」を置いて、

社協ＰＲに役立てます。 

・会員加入を図るため、地域団体、民生児童委員協議会等の協力を得て、会員

増強運動を促進し、活動の強化と財源の確保に努めます。 

・ホームページ等で社協の事業内容や行事活動等を掲載します。 
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・組織の強化 

・役員会、評議員会を必要に応じて開催し、役員の相互連絡を密にして組織の

活動を強化していきます。 

 

(2)地域福祉事業 

・児童福祉事業 

・小学校新入学児童に、記念品を贈り入学をお祝いします。 

・七五三行事に、祝い品を贈ります。 

・新春凧揚げ大会を実施します。 

・神津沢に鯉のぼりを設置します。 

・こどもお楽しみ会を実施します。 

・心身障害者福祉事業 

・住みやすい環境づくりやニーズの把握に努め、障害者（児）の社会参加・交

流を協力、支援します。 

・車椅子など、障害者の利用機器の整備促進、貸出しを実施します。 

・島外施設長期入院者の、お見舞い訪問を実施します。 

・車いす積載車「あしたば号」の貸出し、また通院・出島時の送迎／村役場・

金融機関等への送迎をします。 

・共同生活援助施設運営による協力、支援します。 

 ・老人福祉事業 

・高齢者、独居世帯を対象に見守り訪問サービスを実施します。 

・紙オムツの割引販売を行い、介護費用の軽減援助を行います。 

・困りごと支援サービスを実施します。 

・高齢者のバスハイキング、お楽しみ会を実施します。 

・車椅子など、障害者の利用機器の整備促進、貸出しを実施します。 

・車いす積載車「あしたば号」の貸出し、また通院・出島時の送迎／村役場・

金融機関等への送迎をします。 

・歳末弁当・二十五日様弁当を配布します。 

・一人暮らし、高齢者、障害者等対象世帯に非常食セットを配布します。 

・村と共催で敬老会を開催します。 

・やすらぎの里の事業に協力、支援します。 

・やすらぎの里でたい焼きボランティアを実施します。 

・地域福祉権利擁護事業の住民への啓発・情報提供を行います。 

・ボランティア推進活動事業  

・給食サービスボランティアグループに対し活動費の助成を行います。 

・体験ボランティアの企画により福祉の実状について啓蒙を図り、参加の機会

を作り福祉施設等でのボランティア活動の参加を促進していきます。 

・社協の行事へのボランティア参加を募り、住民のボランティア参加の啓蒙や

情報の提供に努めます。  
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・緊急援護 

・不慮の災害等の被災者の支援を行います。 

・災害弱者を把握し、名簿等を作成し、常に見直していきます。   

・東京都社会福祉協議会と災害相互支援協定を結び救援活動を行います。 

・赤い羽根募金事業 

・赤い羽根共同募金を実施し運動期間中の募金を実施します。 

・その他の事業 

・社協の提供する福祉サービスへの苦情に適切に対応し、解決を進め、客観性

を確保するため第三者委員を配置してサービスの質を高めます。 

・個人の人格尊重の理念の基に、個人情報を適正に扱い保護します。 

・その他、村内各団体、ボランティアグループの協賛を得て、各種の事業を実

施するため、第２４回目の「社協・おまつりどんぶり」を実施し福祉活動の

ための事業資金づくりを行います。 

・村民運動会、やすらぎの里祭り、健康・福祉祭り、商工産業祭等のイベント

や行事に参加し、各団体との連携、協働を図ります。 

・「お年寄り作文集」の発刊の継続に取り組みます。（不定期）  

・高齢者、障害者、子供から大人まで楽しめるふれあいの場の提供として

パラリンピック競技「ボッチャ大会」を実施します。  

 

(3)歳末たすけあい運動事業 

・歳末たすけあい運動期間中の募金を実施します。 

 

(4)生活福祉資金貸付業務 受託事業  

・東社協が実施する貸付事業の事務及び、相談受付を行う 

◆貸付対象：低所得者世帯・障害者世帯、高齢世帯等 

   ・総合支援資金の貸付 

   ・福祉資金の貸付 

   ・教育支援資金の貸付 

   ・緊急小口資金の貸付 

   ・臨時特例つなぎ資金貸付 

   ・生活福祉資金貸付調査委員会を開催し調査、審査を行う。 

 

(５)地域福祉権利擁護事業 受託事業 

・東社協が実施する日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の一部業

務を行うこととし、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力が

不十分でない方を対象に、利用者との契約に基づき、地域で安心して自立し

た生活が送れるように支援します。 

  ◆事業内容 

・福祉サービス利用援助事業 



- 4 - 

   業務についての広報、啓発。受付相談、利用契約の締結及び援助等。 

   

(６)受験生チャレンンジ支援貸付業務 受託事業 

・村が実施する受験生チャレンジ支援貸付事業の事務、受付業務を行う。 

中学３年生及び高校３年生を対象に、学習塾の費用や受験費用及び島嶼地区 

においては、受験に伴う交通費また宿泊費について貸付を行うことにより、 

一定所得以下の世帯の子供たちを支援します。 

 

(7)心身障害者医療支援サービス提供業務 受託事業 

・村が実施する心身障害者医療サービス提供事業の事務、受付及び利用券発行

業務を行う。  

・島内の医療機関において治療困難で、島外の医療機関に受診しなければなら

ない場合に交通手段及び宿泊に対するサービスを提供し、障害福祉の向上に

寄与する。 

 ◆利用対象：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

た者又は、児童。及び障害者総合支援法の対象となる疾病に罹患している者。 

  

(8)生きがい健康センター管理業務 受託事業 

・施設の適切な管理等に努め、生きがい健康センターを活用した事業の実施。 

 

(9)たすけあい資金事業 

・神津島社協の独自事業として低所得のため不測の事態に援護を必要とする者

に対して資金の貸付を行う。 

  貸付限度額  １００，０００円 

 


